
○ 全国のよろず支援拠点における相談対応件数は
年々増加している。

（平成26年度（事業開始年度）：65,737件
⇒令和３年度：458,440件）

これら事業者からの相談が、各支援拠点におい
てしっかりと課題発見・解決につなげられること
が必要であり、これらの成果を定量的に把握する
ことが重要である。

○ とりわけ、令和４年度から、独立行政法人中小
企業基盤整備機構において本事業の全国本部機能
を強化したところである。これを機会と捉え、拠
点ごとの活動状況を比較した上で、各拠点の質の
平準化や底上げにつなげていくことが重要である。

上記の観点から、次の事項を調査・分析する。
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調査事案名 （25）中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業
調査対象
予 算 額

令和３年度（補正後）：5,802百万円 ほか
（参考 令和４年度：4,000百万円 ）

府省名 経済産業省
会計 一般会計

項 経営革新・創業促進費 調査主体 本省

組織 中小企業庁 目 中小企業経営支援等対策委託費 取りまとめ財務局 －

①調査事案の概要

中小企業・小規模事業者等

相談対応
・課題発見

課題解決

【調査対象年度】令和元年度～令和３年度
【調査対象先数】事務局:１先

②調査の視点

【事案の概要】
本事業は、中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営課題の解決を支援し、地域経済の活性化

を目指すことを目的として、「よろず支援拠点事業」等の相談体制を整備するものである。

○よろず支援拠点事業：
次の機能を有する総合相談窓口として、各都道府県に「よろず支援拠点」を設置・運営している。

①ワンストップ機能
「どこに相談したらよいか分からない」といった中小企業・小規模事業者等に対して、よろず支

援拠点の専門家が課題を整理した上で、的確な支援機関等を紹介するとともに、国等の支援施策の
活用促進や制度改善に関する要望を汲み取る、ワンストップ窓口機能を提供する。

②コーディネート機能
個々の支援機関では対応できない課題について、商工会・商工会議所、金融機関等の地域の支援

機関等をつなぐハブとして、総合的な課題解決に取り組む。

③高度な経営アドバイス
よろず支援拠点にいる中小企業診断士やITコーディネータ―をはじめとする様々な分野の専門家

が、幅広い視野から、市場動向やメディア戦略など企業経営の中身まで一歩踏み込んだ支援を行う。

支援

紹介 支援

支援機関
１. 各拠点における「課題発見」や「課題解決」

の定量的把握及びそれらの拠点間比較

２.支援拠点の実績評価の予算配分への反映状況
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○ １相談者当たりの平均課題発見件数【図１】を比較すると、

大半の拠点が１件程度となっている中、複数の課題を発見でき

ている拠点もある。複数課題の発見は、より総合的な視点で相

談者の気付いていない課題を発見できていると言える。

○ 他方で、１相談者当たりの平均課題解決件数【図２】を見る

と、拠点間にばらつきがある上、全国平均で0.34となってお

り、多くの相談者について課題解決までたどりついていない状

況が見て取れる。本事業の目的に鑑みれば、課題の発見にとど

まらず、解決まで確実に結び付けていくことが重要である。

③調査結果及びその分析 ④今後の改善点・検討の方向性

○ 課題発見件数、課題解決件数に
は、いずれも拠点間のばらつきが
あることを踏まえ、例えば、
① 課題発見のためのガイドライ
ン等の整備

② 課題解決の取組について、優
良事例・ノウハウの横展開強化

などを講じ、各拠点の質の平準化
や底上げを図るべき。

○ 特に、本事業の有効性の観点で
は、課題解決件数の改善が必要で
ある。その際、相談者数が増加傾
向にあることも踏まえると、よろ
ず支援拠点における限られた人的
リソースのみによって解決を目指
すのではなく、当該地域における
他の支援機関等への紹介・連携を
積極的に推進し、地域のハブとし
ての役割を果たしながら、効率的
に課題解決に導くことが重要であ
る。

○ 各拠点の活動に基づく評価結果
が予算査定に反映され、各拠点の
インセンティブとして機能するよ
う、予算配分方法の見直しを図る
べき。

（注）計数は令和元年度～令和３年度合算。

（注）計数は令和元年度～令和３年度合算。また、「課題解決件数」は、最終目標である大課題（売
上拡大や経営改善など）が解決され、かつ、その事実を相談者に確認できたものをカウントしている。

・ 拠点の実績を把握する基本的な指標として、相談対応件数、来訪
相談者数、課題解決件数、ネットワーク活動件数の４つを設定。

・ 複数の評価指標を組み合わせ、多角的な面から拠点を評価する。

評価には、名寄せ後の全相談者数、フォローアップによる成果の確認、
満足度調査、他の支援機関からの評価等を加味する。

・ 相談者に対する支援の内容、他の支援機関との連携、拠点運営の

創意工夫等について、評価委員会による面接審査を実施。
（「令和３年度よろず支援拠点の評価方針」（よろず支援拠点全国本

部 令和３年10月29日改訂）から抜粋）

【参考】よろず支援拠点の評価方法

【図４】よろず支援拠点の評価結果（横軸）と査定率（縦軸）
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【図３】よろず支援拠点の要求額（横軸）と予算配分額（縦軸）

（注）計数は令和４年度
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【図２】１相談者当たりの平均課題解決件数（拠点別）

【図１】１相談者当たりの平均課題発見件数（拠点別）

（注１）査定率＝予算配分額/要求額
（計数は令和４年度）

（注２）令和４年度は、拠点間格差の過
度な拡大を防ぐため、予算配分
を調整している。

○ 予算配分に当たっては、各拠点からの予算要求額に対して、

それぞれの拠点への評価結果【参考】を勘案して配分額を査定

することとしているが、実際には評価結果の差が予算査定に必

ずしも現れていない。【図３、４】

１.各拠点における「課題発見」や「課題解決」の定量的把握及
びそれらの拠点間比較

２.支援拠点の実績評価の予算配分への反映状況

２.支援拠点の実績評価の予算配分へ
の反映状況

１.各拠点における「課題発見」や
「課題解決」の定量的把握及びそれ
らの拠点間比較




